
第１回北名古屋市総合計画審議会生活部会 会議録 

会  議  録 

会議名 第１回北名古屋市総合計画審議会生活部会会議 

日 時 平成２９年５月２７日（土） 午後３時から午後４時 

場 所 北名古屋市役所 西庁舎 ３階 ３０２会議室 

出席者 

及び 

欠席

者 

（敬称

略） 

出席委員 

阿部 久邇夫 伊藤 利明 魚住 美沙 

大口 有紀 大野 利彦 岡島 直樹 

荻原 雄一 古関 初江 坪内 まゆみ 

丹羽 幸雄 宮西 昭夫 山田 久倫 

（１２名）   

欠席委員 無し   

策定委員 

統括参事 総務部長 財務部長 

防災環境部長 会計管理者 議会事務局長 

（６名）   

作業部会員 

総務部次長兼総務課長 財務部次長兼財政課長 

財務部副参事兼収納課長 防災環境部次長兼防災交通課長  

防災環境部副参事兼環境課長  

（５名）  

事務局 経営企画課職員２名 

傍聴人 １名 

内容 

１ 統括参事あいさつ 

２ 自己紹介 

３ 北名古屋市総合計画審議会生活部会の部会長及び副部会長の選出 

４ 第２次北名古屋市総合計画基本計画分野別計画（素案）の概要について 

５ 生活部会の開催日程について 

６ その他 
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発言者 審議内容 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

統括参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開会 

 それでは皆様、お疲れのところ会議にご出席いただきまして、ありがと

うございます。定刻となりましたので、ただ今より、第１回北名古屋市総

合計画審議会の生活部会を始めさせていただきます。 

 本日は、最初の会議となりますので、会長が決まりますまで、私、総務

部副参事の鳥居が取り回しを務めさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 

１ 統括参事あいさつ 

次第１ 統括参事の岩越より、ごあいさつを申し上げます。 

 

 ただ今ご紹介に預かりました、統括参事の岩越と申します。よろしくお

願いします。 

 長時間に渡り、審議会でお疲れのところ大変でございますが、もう少し

お時間をいただいて、部会についてもよろしくお願いしたいと思います。 

 生活部会では、先ほど申しましたように、第３章の安全・環境分野と第

６章の協働・行財政分野、こちらのほうをそれぞれご審議していただきま

す。 

 先ほどの説明でもございましたように、防災・交通など、こういうもの

については非常に関心度が高く、しかも満足度が今現在低いという説明が

ございました。こういう分野については非常に難しい分野でございますの

で、こちらにつきましてもお願いしたいと思います。 

 また、先ほど委員さんからご質問がございましたように、自治会などの

コミュニティ関係、協働関係です。これも一つの組織をつくる概略として

は、学校単位などのことを思っているのですが、それぞれの今までの自治

会組織とのマッチ、これをどうするのかということなどございますので、

そういった面も併せて、非常に難しい分野でございますが、この辺りもご

審議いただきたいと思っております。 

 こういった、今、非常に協働が叫ばれている中で、先ほども申しました

ように、地震関係、要するに南海トラフ、こういった地震が近づいている

のではないかということですので、協働がしっかりしておれば、皆さんの

コミュニティがしっかりしておれば、このような問題もうまく対応ができ

るのではないかと我々は考えておりますので、そういう分野につきまして、

どのようにしていけばいいかということも含めて考えていただければと思

っております。 

 また、先ほど合併問題が出ました。これにつきましても、昨年度、議会

からいろいろご質問がございまして、内部でもいろいろ協議しております。

当初はメリット・デメリットを中心に検討したらどうだと我々も思ったの
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事務局 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

A委員 

 

 

 

 

 

ですが、非常にデリケートな問題でございまして、北名古屋市のメリット

でありますと、名古屋市のデメリットになる、また反対に、名古屋市のメ

リットは北名古屋市のデメリットだと、このように相反する場合もござい

ます。 

 こういうご議論については非常にデリケートな問題でございますので、

この分野の中では、昨年度どういった経緯でこのような問題が出たか、そ

の程度で留めたらどうかと、私どもは思っております。多少、こういう議

論をいただく分野があるのではないかと思っておりますので、そういうこ

とも含めて、ご議論いただければと思っておりますので、皆様方、忌憚の

ないご意見をいただくように、よろしくお願いをしたいと思います。 

 以上でごあいさつに代えさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

２ 自己紹介 

 ありがとうございました。続きまして、次第２ 自己紹介ですが、委員

の皆様に自己紹介をお願いしたいと存じます。 

 本日お配りしました当日配布資料の部会用のものが、今、机上にござい

ます、１ページ、部会委員名簿により、順番にお願いいたします。 

 

（以下、各委員自己紹介） 

 

 ありがとうございました。引き続き、職員の自己紹介をいたします。お

手元の資料２ページ、職員名簿をご覧ください。 

 

（以下、各職員自己紹介） 

 

３ 北名古屋市総合計画審議会生活部会の部会長及び副部会長の選出 

 続きまして、次第３ 北名古屋市総合計画審議会生活部会の部会長及び

副部会長の選出」をお願いしたいと存じます。 

 部会の部会長及び副部会長の選出につきましては、審議会条例第７条の

規定により、部会に部会長及び副部会長を選出することとなっております

が、いかが取り計らいましょうか。 

 どなたか、ご発言をお願いします。 

 

 よろしいでしょうか。 部会長には丹羽幸雄さん、副部会長には大野利

彦さんを推薦したいと思います。 

 理由としましては、部会長の丹羽さんは国際交流協会の会長としてご活

躍されているということとともに、市協働隊でも活躍されているというこ

とをお聞きしております。地域に貢献されているということで、今回、「協

働」というところの総合計画の中に盛り込まれていることでありますので、
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事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

部会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

副部会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

適任ではないかなと思いまして推薦させていただきました。 

 また、副部会長の大野さんは、市の防犯協会の会長ということでありま

す。やはり安心・安全にまちで暮らせるということを、今回も主眼として

置かれておりますので、やはり適任ではないかと思いまして僭越ながら推

薦させていただきます。以上です。 

 

 ありがとうございました。ただ今、部会長に丹羽幸雄委員、副部会長に

は大野利彦委員というご発言をいただきましたが、皆様いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 ありがとうございます。それでは、異議なしの拍手をいただきましたの

で、丹羽幸雄委員に部会長を、大野利彦委員に副部会長をお願いしたいと

思います。係がご案内いたしますので、恐れ入りますが部会長席、副部会

長席へご移動をお願いいたします。 

 

（丹羽委員が部会長席へ、大野委員が副部会長席へ移動。） 

 

 それでは、ただ今、部会長、副部会長にご就任いただきました、丹羽様、

大野様からごあいさつをいただきたいと思います。それでは、丹羽部会長、

お願いいたします。 

 

 改めまして皆さん、こんにちは。ご推挙されて断るわけにもいきません

ので受けるわけですけれども、何分、浅学非才でございますので、皆様方

のご協力を賜りながら、会のほうを無事進めていけたらと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

  

 ありがとうございました。続きまして、大野副部会長さんよろしくお願

いします。 

 

 副部会長に推薦されました、大野でございます。丹羽部会長とはずっと

同級生でございまして、特に私の場合は防犯の方をやっていまして、市民

の方々のアンケートによりましても、非常に重要度が高いということで、

特に難しい問題ですけれども、なんとか少しでもいい方向に持っていきた

いと頑張りますので、ぜひ、これからよろしくお願いします。 

 

 ありがとうございました。ここで会議の傍聴について部会長にお諮りし

ます。 

傍聴人については、先程の会議、審議会と同様に、審議会傍聴規程３条
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部会長 

 

事務局 

 

 

 

 

部会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

部会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長 

 

の規定により、定員を部会長が定めることとなっております。 

 本日、１名の申込がございますが、いかが取り計らいましょうか。 

 

私は構いません。 

 

ありがとうございます。それでは、会場に入場いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

 

（傍聴人入場） 

 

審議会でもお話があったかと思いますけれども、傍聴人の方は同じよう

な決まりになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 では、審議を始めていきたいと思います。 

 

 これからの議事進行は、審議会条例第７条第４項及び第６条第４項の規

定により、丹羽会長に議長をお願い致します。 

 よろしくお願い致します。 

 

 それでは、これから説明を受けるわけですけれども、よろしくご審議賜

りたいと思います。では、事務局お願いいたします。 

 

 審議の進め方について、説明させていただきます。 

 事前送付資料を配布させていただいた中でも、ご案内いたしましたが、

限られた時間の中で効率よくご意見をお伺いし、論点を整理の上、より深

い審議をお願いしたいと考えております。 

 つきましては、本日、第１回目の会議は、「生活部会」の担当する１０施

策について、施策ごとの「現状と課題」を中心に説明させていただくとと

もに、「主要施策」の柱立て等を説明させていただきます。 

 その後、委員の皆様に、ご意見やお考えを、この場でご発言いただくこ

とが本意ではございますが、時間も限られておりますので、ご意見がある

場合は、本日、「別紙」として配布させていただいております様式にて、提

出をお願いしたいと存じます。 

 意見をご提出していただいた場合に、第２回会議の６月１０日に、ご意

見に対する対応等を説明させていただいた上で、議論を深め、第３回会議

において、取りまとめたいと考えております。 

 よろしくお願いします。 

 

 今から説明を受ける一方で、私どもは、今日は何か意見があればこちら

に書いて、事務局のほうに出して、その回答を６月１０日にこの場で審議
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委員 

 

部会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

をするということですが、よろしいですか。 ご異議ないですね。 

 

（異議なし） 

 

 では、そのような形で進めてまいりたいと思います。では、よろしくお

願いしたいと思います。 

 

４ 北名古屋市総合計画基本計画分野別計画（素案）の概要について 

事前に配布した資料により説明させていただきます。 

 「資料３ 第２次北名古屋市総合計画基本計画 分野別計画 素案」、水

色の表紙の資料をお手元にご準備ください。 

この生活部会では、分野別計画についてご審議いただき、本日を含めま

して３回の審議で内容を取りまとめていく予定となっております。 

 本部会の所掌する範囲でございますが、表紙をめくった裏側に掲載して

あります「第３章 安全・環境分野」及び「第６章 協働・行財政分野」

の合わせて「１０施策」となっております。 

 次に、分野別計画の構成を、本日配布いたしました資料３ページ、Ａ３

の資料「基本計画 施策ページの見方」を使って説明します。 

それでは、資料の左上から順に説明いたします。①の部分には、「１－１ 健

康・医療」と記載してございますが、こちらが６つの分野別目標を達成す

るために構成する「施策」の名称で、その右側には、＜施策の内容＞とし

まして、①生活習慣の改善に向けた取組の支援から⑤救急医療体制の充実

まで５つの「主要施策」が記載してございます。この「主要施策」という

のは、その施策で取り組む「まちづくりの方針」となっており、右側の図

の⑤の部分に、詳しく掲載されております。 

次に②「施策がめざすまちの姿」をご覧ください。これは、この「健康・

医療」という「施策」でめざす将来のまちの状態を表しています。 

 この施策においては「すべての市民が健康の維持増進を意識してくらし

ています。」としております。 

続きまして③「協働の考え方」の欄をご覧ください。 

 第２次総合計画策定にあたり、これからの社会情勢や本市の課題に対応

するためには、市民、各種団体及び行政がめざすべき方向を共有し、協力

しあうことが肝要であることから、「北名古屋市のめざすべき姿を示し、本

市に関わる全ての人が共有できるまちづくりの総合的な指針」として総合

計画を位置づけております。 

 そのため、従来の行政の指針のみではなく、「自助・共助・公助」の観点

から「市民」及び「地域・団体・事業所等」に期待される役割を記載して

おります。 

 内容については、総合計画の策定にあたり実施した「市民団体ヒアリン



第１回北名古屋市総合計画審議会生活部会 会議録 

6 / 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グ」、「市民ワークショップ」等で出された意見をもとに記載しております。 

次に④「現状と課題」の欄にまいります。 

 この欄には、「健康・医療」という施策をとりまく社会動向やこれまでの

市の取組を踏まえた現状と今後の課題が記載しております。 

 また、⑤「主要施策」には、先ほど申し上げましたが、「施策がめざすま

ちの姿」に記載した状態に近づけるために実施する「施策の方針」と「主

な取組」を記載しております。 

続きまして⑥「施策がめざすまちの姿の状況を多角的に測るもの」欄を

ご覧ください。 

 この欄には、「健康・医療」という「施策」がめざすまちの姿である「す

べての市民が健康の維持増進を意識して暮らしています。」にどれぐらい近

づいたか、という進捗状況を測るもので、「市民意識調査指標」と「取組指

標」の２種類の指標があり、基準となる「現状値」と計画の中間年度及び

最終年度の目標値を設定しています。 

 「市民意識調査指標」は、市民意識調査結果等に基づくいわゆるアウト

カム指標で定期的に市民意識調査を実施することで、指標の進捗を測ろう

とするものです。 

 また、「取組指標」は、市が各種事業を実施していく中で把握している数

値で、「市民意識調査指標」と併せて、さまざまな角度から施策の進捗状況

を測るために設定しているものです。 

最後に、⑦「関連する計画」の欄をご覧ください。この欄には、市が策

定する各種計画のうち、当該施策に関連する個別計画を掲載しております。 

 以上で、分野別計画の構成についての説明を終わらせていただきます。 

ここまでのところで何かご質問ございませんでしょうか。 

 

（質問なし） 

 

長時間に亘る説明となり恐縮ですが、次回の部会からは、主に「主要施

策」について審議を深めて頂きたいと存じますので、本日は、主に施策を

取り巻く「現状と課題」を資料に沿ってご説明させていただき、委員の皆

様で共通認識を持っていただきたいと思います。  

「安全・環境分野」では、防災・消防、交通安全、防犯、ごみ処理・資

源循環、環境保全の５施策、協働・行財政分野では、コミュニティ・市民

活動、人権・共生・男女共同参画、広報広聴・情報管理、行政経営、多様

な連携の５施策について、続けてご説明させていただきます。そのため、

手短な説明となりますこと、ご了承願います。  

それでは、さっそく、３７ページをご覧いただき、安全・環境分野３－

１防災・消防について説明させていただきます。 

 「現状と課題」といたしましては、５点記載しております。大規模災害
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発生時に各地域が協働して災害対応できる体制づくりを行うことが求めら

れるともに、自主防災会の活動支援及び啓発活動が必要とされており、ま

た、住宅の耐震改修等に対する補助制度の利用促進を図ることで震災に強

い都市を目指し、危機発生時の市民への情報伝達手段の確保を行っていく

ことで市民が迅速に初期行動を取ることができるようにすることが必要で

す。 

 「主要施策」といたしましては、３点ありまして、①地域防災力の強化、

②大規模災害に備えた施設整備、③消防体制の充実です。 

 「施策がめざすまちの姿の状況を多角的に測るもの」としましては、市

民意識調査指標が２点、取組指標が２点ございます。 

次に３－２ 交通安全ですが、「現状と課題」といたしましては、４点記

載しております。交通事故が発生しにくい道路環境整備を行うとともに、

関係機関と連携して交通事故減少のための幅広い啓発活動を継続して行う

必要があります。その際には、社会との関わりが少ない高齢者の方にも啓

発を行うための手法を検討する必要があります。 

「主要施策」といたしましては、２点ありまして、①交通安全意識の高

揚、②交通安全環境の向上です。 

 「施策がめざすまちの姿の状況を多角的に測るもの」としましては、市

民意識調査指標が２点、取組指標が２点ございます。 

続きまして、３－３ 防犯です。「現状と課題」といたしましては、３点

記載しております。犯罪の発生しにくい地域づくりに取り組み、地域が連

携して防犯力を高める必要があります。また、地域の防犯活動を活性化す

ることや、特殊詐欺に対する啓発活動を強化する必要があります。 

「主要施策」といたしましては、２点ありまして、①地域の防犯力の向

上、②防犯に向けた施設整備です。 

 「施策がめざすまちの姿の状況を多角的に測るもの」としましては、市

民意識調査指標が２点、取組指標が３点ございます。 

続きまして、３－４ ごみ処理・資源循環です。「現状と課題」といたし

ましては、５点記載しております。できるだけごみを出さないような生活

様式や産業活動、ルール作り等が求められており、また、ごみ自体の減量

化も必要であるため、リサイクルの推進や、産業廃棄物の適正処理を愛知

県と連携して働きかける必要があります。また、現在、北名古屋衛生組合

による名古屋市とのごみ焼却工場の建設を進めています。 

「主要施策」といたしましては、２点ありまして、①循環型社会の形成、

②廃棄物の適正処理の推進です。 

 「施策がめざすまちの姿の状況を多角的に測るもの」としましては、市

民意識調査指標が１点、取組指標が２点ございます。 

続きまして、３－５ 環境保全です。「現状と課題」といたしましては、

５点記載しております。良好な環境の保全、創造、将来への引継ぎのため
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防災環境部次

長 

 

部会長 

 

防災環境部次

長 

に、市、市民、市民団体及び事業所が協働しております。また、環境にや

さしいまちづくりへの推進が求められているため、住宅における太陽光発

電システム等の設置費支援などを行っております。今後は、公害防止のた

めに環境調査を実施して公表したり、持続的な循環型社会を形成するため

に意識を高める活動をしたりする必要があります。 

「主要施策」といたしましては、２点ありまして、①環境保全活動の推

進、②地球温暖化対策の推進です。 

 「施策がめざすまちの姿の状況を多角的に測るもの」としましては、市

民意識調査指標が１点、取組指標が２点ございます。 

以上でございます。 

 

３７ページから４８ページですから、今、１２ページ分の説明があった

わけですけど。聞いておれば耳にすんなりとは入ってくるわけですけど、

よく読めば「ちょっとおかしいのではないか」というところもあるかなと

は思うのですが。 

 最終的には別紙に書いて、これに書ききらない場合はコピーして出せば

いいわけですね。  

 

はい。 

 

何かお聞ききしたいようなことがあれば、承りたいと思いますけれども、

どうですか、委員の皆さん。何かご質問等あれば。 

 ちなみに、４４ページに防犯カメラが１２基、今、ついていることにな

っているのですが、ちょうど駅前の近辺でしょうかね。どこについている

のでしょうか。 

 

こちらに掲げています１２台と申しますのは、平成２７年度から始めて

おります、自治会が設置する防犯カメラへの補助により、自治会が設置し

た防犯カメラの台数です。 

 

それは駅前近辺ですか。西の方ですか。 

 

 いいえ、無関係です。地区の地域、自治会さんが設置されたものですか

ら、各地域の近くです。 

 

ちょうど自治会長さんがいますが、石橋自治会はやってみえますか。 

 

鹿田、石橋自治会などです。 
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部会長 

 

 

防災環境部次

長 

 

部会長 
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事務局 

 

 

 

A委員 

 

 

事務局 

 

 

 

A委員 

 

部会長 

 

 

 

委員 

 

部会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

各自治会が１台から２台ぐらいですか。西の方は結構、たくさんあるの

かなと思って、今ちょっと聞いたのですが。 

 

 ここに入っておりますのが、自治会の方でおつけになられた台数になり

ます。 

 

わかりました。皆様のほうで何かありますか。 

 

ちょっと確認でよろしいですか。それぞれの課題について、「関係資料掲

載予定スペース」というのが、それぞれの部分にあるのですが。これは次

回に我々にご提示されるのか、何かこれというものはあるのでしょうか。 

 

それについては、デザイン等はまた後で変わってくると思いまして、基

本的には施策に関連する写真ですとか、そういったものを入れるような形

で考えております。 

 

課題や前のことについてのバックデータなどを補完するような資料では

なくて、イメージ写真とかそういうものですね。 

 

そうです。また資料ということも考えたのですが、ギッシリ入っている

ような形になりますので、全体を含めて、データではなく、今のところイ

メージのようなもので考えています。 

 

わかりました。 

 

「関係資料掲載予定スペース」というのは、どちらかといえば、ビジュ

アル的なもので埋めるというふうに今は考えてみえるということですね。 

 その他、いいですか。 

 

（意見なし） 

 

 では、ありがとうございました。引き続きまして、第６章へいってよろ

しいでしょうか。それではお願いいたします。 

 

６－１ コミュニティ・市民活動についてです。「現状と課題」といたし

ましては、７点記載しております。市民活動や地域コミュニティ活動を中

心的に担ってきた方の高齢化が進んでいるため、若年層の参加促進のため

の取組が必要となっており、また、地域コミュニティ、市民活動の活性化、

地域でまちづくりを主体的に進めることが必要となっています。 
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「主要施策」といたしましては、４点ありまして、①地域コミュニティ

活動の推進、②市民活動団体の育成、③市民協働の推進、④地域自治の充

実です。 

 「施策がめざすまちの姿の状況を多角的に測るもの」としましては、市

民意識調査指標が４点ございます。 

続きまして、６－２ 人権・共生・男女共同参画についてです。「現状と

課題」といたしましては、４点記載しております。すべての市民が互いに

尊重し合い、人権を尊重できる社会を築いていくため、様々な人権問題に

対する市民の理解を促進する必要があります。また、男女共同参画の取組

をさらに進めていく必要があります。 

「主要施策」といたしましては、４点ありまして、①人権・平和の尊重、

②多文化共生の推進、③男女共同参画の推進です。 

「施策がめざすまちの姿の状況を多角的に測るもの」としましては、市

民意識調査指標が２点、取組指標が１点ございます。 

続きまして、６－３ 広報広聴・情報管理についてです。「現状と課題」

といたしましては、６点記載しております。各種媒体を活用して市民に情

報を提供し、行政の公平性・透明性を高めることにより、市民と行政との

信頼関係を一層深める必要があります。パブリックコメントは行っており

ますが、更なる市民意見の集約と施策への反映が課題となっております。

また、情報セキュリティ対策の強化と電子化による行政サービスの向上を

図る必要があります。 

「主要施策」といたしましては、２点ありまして、①広報広聴活動の充

実、②情報化の推進と情報管理です。 

「施策がめざすまちの姿の状況を多角的に測るもの」としましては、市

民意識調査指標が２点、取組指標が１点ございます。 

続きまして、６－４ 行政経営についてです。「現状と課題」といたしま

しては、８点記載しております。自立的な行財政運営のために、ファシリ

ティマネジメントを推進し、一層の行政改革の取組を行う必要があります。

また、職員の能力開発や資質向上を図り、より市民ニーズに対応できる効

率的な行政組織を構築する必要があります。定住促進等を図るため、まち

の魅力を効果的に情報発信していく必要もあります。 

「主要施策」といたしましては、４点ありまして、①行政サービスの充

実・適正化、②健全で効率的な行財政運営、③事務事業の見直しと職員の

適正配置、④市の魅力の発信です。 

「施策がめざすまちの姿の状況を多角的に測るもの」としましては、市

民意識調査指標が４点ございます。 

続きまして、６－５ 多様な連携についてです。「現状と課題」といたし

ましては、３点記載しております。リニア中央新幹線の開通などにより高

まる地位的優位性を活用するとともに、防災対策など広域的な課題に対応
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することが求められます。また、効率的な行政サービスに対応するため、

広域行政の充実や名古屋市との合併の検討が必要です。国際交流や文化交

流につきましては、今後は市民主体レベルの交流を促進する必要がありま

す。 

「主要施策」といたしましては、３点ありまして、①大学・企業との連

携、②都市間連携、③広域行政の推進です。 

「施策がめざすまちの姿の状況を多角的に測るもの」としましては、取

組指標が２点ございます。 

 以上でございます。 

 

「協働と連携のまちづくり」という、そこのご説明を受けたのですが、

何かご質問等あれば、承りたいと思いますけれども。 

 一気に説明を受けましたが、それぞれこれまでしっかりお読みいただい

て、ちょっとおかしいなと思うようなことがあれば、課長さんの方でいい

ですか。 

 

はい。 

 

また進めていきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 では、これで今日のもらった資料、終わりになってしまってはいけない

ですね。分野別計画に関する意見等の審議の仕方について、何かご説明が

あればお願いします。 

 

それでは、重ねての説明になりますけれども、次回の６月１０日のこの

会議におきましては、課題にいたしました１０の施策につきまして、論点

を整理しまして、議論を深めたいと考えております。 

 そのため、ご意見がある場合には、本日配布いたしました別紙意見書で

ご提出をお願いいたします。 

 また、この用紙につきましては、メールを教えていただいた方につきま

しては、本日、データを送付させていただきますので、ご了承をお願いい

たします。 

 先ほど審議会でもお話がありましたが、他の分野のところでもご意見が

あれば、こちらの別紙を、審議会の方、他の部会の方にも送りたいと思っ

ておりますので、お願いいたします。 

 提出期間については、大変申し訳なく短い期間ではございますが、５月

３１日までに経営企画課にお願いいたします。 

 提出方法は先ほど言ったメールでお返しいただくか、またはＦＡＸでお

願いしたいと思っております。以上でございます。 
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部会長 

 

 

 

 

事務局 

 

様式はメールでご自宅にも送るということですね。 

 

はい、メールアドレスを教えていただいた方につきましてはメールをし

ます。 

 

では、今の説明ですが、我々は第３章と第６章に関わっていますが、そ

れ以外の分野でも、ご質問等があれば、書いてもらって結構だということ

でございますので、ご意見等あればこちらに書いてください。ただし、期

間が大変短くなっております。５月３１日ということでございますので、

４日しかないですが、経営企画課までＦＡＸかメールで送ってくださいと

いうことでございます。よろしいでしょうか。 

 はい。ありがとうございました。  

 

よろしいですか。大学、企業との連携というところですが、愛知医科大

学というのはどこにあるのでしょうか。一番最後の「名古屋芸術大学と愛

知医科大学との連携」と書いてありますが、愛知医科大学というのは、ど

こにあるんですか。 

 

 ８６ページの一番上の愛知医科大学との連携ということですが、大学の

位置でございますか。 

 

 はい。あるいはどのような連携をしているのか。 

 

北名古屋市にはございません。健康分野において連携をしており、健康

ドームなどで健康に関する部分で連携事業をしております。 

 

 では、場所とかそういうことではないのですね。 

 

 そうですね。はい。 

 

 はい、わかりました。 

 

 その他、何かありますでしょうか。いいですか。 

 はい、では、一応、素案についての説明も終わって、意見書の提出につ

いても終わったということで、ここら辺で締めたいと思っております。 

 

５ 生活部会の開催日程について 

 もう１点だけ、開催日程をお伝えしたいと思います。 

 事前に皆様にお配りをしました、緑色の封筒の中に、日程調整シートと
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いうものを入れさせていただいております。また、第３回目の部会につき

まして、ご都合を書いていただきまして、事務局に提出いただきたいと思

います。 

 

７月の我々の会議の設定のために必要ということですので、皆さん、氏

名入りのものがあるかと思いますけれども、これは今日出すのですね。 

 

はい。 

 

ということでございます。 

 

シートがない方はいらっしゃいますか。 

 

ありますか。もしなければまた用意するそうです。 

 

本日は席上に置いていただきます。もし書類がなければ、日程を教えて

いただくだけでも結構ですので、よろしくお願いします。 

 ７月につきましては、委員の皆様全員が出られないかもしれませんが、

その部分はご了承いただきたいと思います。 

 

今日も５名ほどの委員の方が欠席ということでしたが、まず全員の方が

揃うということは、なかなか難しいかなと思います。７月もそれぞれお忙

しいかと思います。一応、出していただいて、調整をしていただいて、事

務局に日程は一任という形でよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

はい。では、７月１日から１０日までのどれか１日を、皆様方の出して

いただいた日程で調整しながら、決めていただくということでお願いいた

します。 

 

はい。 

 

６ その他 

その他、事務局のほうで何か説明ありますか。 

 

 伝達事項でございます。２点ほどご案内させていただきます。 

 「報告会＆まちづくりワークショップ」というタイトルのＡ４両面刷り

のチラシをご覧ください。 
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 市民協働推進事業補助金の報告会が、明日、午後１時から健康ドームで

開催されます。 

 この報告会は２部構成となっており、２部では、「まちづくりワークショ

ップ」を開催します。 

 先ほど、施策ごとに協働の考え方をお示ししました。 

 今後、部会ではこの文案を審議していただくわけですが、この協働の考

え方は市民の皆さんが納得したものでなければ意味がありません。 

 そのため、このワークショップではこの考え方をもとに市民の役割とし

て何ができるかを考えていただくものです。 

 裏面をご覧ください。 

 全７回の予定で、明日が第１回目のキックオフ。第２回目から第６回目

までは、分野別でのワークショップとなります。 

 第７回目となる７月２３日が最後のまとめの予定です。 

 委員の皆様には、分野に捉われることなく、ご興味がある分野などで、

お時間のご都合が付くようでしたらご参加いただきたく、ご案内させてい

ただきます。 

次に総合計画審議会では、事前のご案内のとおり委員報酬を支給させて

いただきます。振込日に関しましては、会議の開催月の翌月、１５日前後

を予定しております。 

以上２点です。 

 

只今の説明について、ご質問やご意見がありましたらご発言ください。 

 

（意見なし） 

 

特にないようですので、以上で本日の第１回審議会部会を終了いたしま

す。 

 長時間にわたり、ご協力ありがとうございました。 

 

 


